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１ パブリックコメントの意見募集期間等
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〇 意見募集期間
令和３年12月13日～令和４年１月14日

〇 意見募集方法
県ホームページへの掲載、県機関等での閲覧及び配布、医療関
係団体等への情報提供

〇 意見の提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メール等

〇 結果の公表
３月下旬に県ホームページ等で公表予定



２ 提出された意見の概要
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〇 意見件数
38件（個人８人、団体７団体）

〇 意見の内訳
区分 件数

Ⅰ 計画全体に関すること 2件

Ⅱ 循環器病の未病改善や正しい知識の普及啓発等に関すること 13件

Ⅲ 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実に関すること 18件

Ⅳ 循環器病の研究推進に関すること 2件

Ⅴ その他 3件

合計 38件



２ 提出された意見の概要
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〇 意見の反映状況
区分 件数

Ａ 新たな計画案に反映しました。 10件

Ｂ ご意見は既に計画に反映しています。 ４件

Ｃ 今後の施策運営の参考とします。 19件

Ｄ 反映できません。 ０件

Ｅ その他（感想・質問等） ５件

合計 38件



２ 提出された意見の概要
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A 新たな計画に反映する意見（10件）
意見の概要 県の考え方（案）

Ⅰ 計画全体に関すること
・文字の半角・全角の記載を統一した方がよい。 ・ご意見を反映し、修正します。

Ⅱ 循環器病の未病改善や正しい知識の普及啓発等
に関すること
・「循環器病の多くは、運動不足、不適切な食生活、喫
煙等の生活習慣や肥満等の健康状態 に端を発して発
症します」とあるが、生活習慣にかかわらず、先天性疾患
や加齢などを原因とする疾患等、様々な病態が存在する
ことを記載したほうがよい。
・計画中の記載でわかりづらい箇所がある。

・ご意見を反映し、文言を加筆する。（6頁①参照）

・ご意見を反映し、文言を加筆する。（6頁②参照）

Ⅲ 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の
充実に関すること
・心不全の前兆や症状についてもコラムに記載するとよい。 ・ご意見を反映し、不整脈及び心不全に係る記載を

追加する。(7頁③参照）



２ 提出された意見の概要
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①計画案８ページ（下線部追加）
「循環器病の多くは、運動不足、不適切な食生活、喫煙等の生活習
慣や肥満等の健康状態に端を発して発症しますが、先天性疾患、
遺伝性疾患、感染性疾患、加齢など、生活習慣にかかわらず発症
する場合もあります。」

②計画案12ページ（下線部修正）
【修正前】気軽に実践するための環境づくりなどを推進します。
【修正後】身近な場所で健康状態をチェックできる場の拡充など環境

づくりを推進します。



２ 提出された意見の概要
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③計画案17ページ

厚生労働省が作成・公表する
「働く世代のあなたへ 心疾患
の治療と仕事の両立お役立ち
ノート」より、不整脈及び心不
全に係る記載を追加



２ 提出された意見の概要
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B 既に計画に反映しているもの（４件）
意見の概要 県の考え方（案）

Ⅰ 計画全体に関すること
・「先天心」ではなく「先天性心疾患」と記載してほしい。 ・当該箇所は、国の基本計画の記載とあわせ「先天性

心・脳血管疾患」と記載しています。

Ⅱ 循環器病の未病改善や正しい知識の普及啓発等
に関すること
・計画中「子どもの頃」の具体的な時期を想定しているの
であれば、明記した方が良い。

・未就学児や高校生への取組等、子どもの時期は限
定しないことから、素案のままの記載としています。

Ⅲ 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の
充実に関すること
・先天性心疾患、成人先天性心疾患に対する対策を一
項目載せてほしい。

・専門医院・病院への途切れのない連携など、具体的な
施策の検討を進める旨を明記してほしい。

・第４章第２節第７項「小児期・若年期から配慮が必要な循
環器病への対策」に記載を行っています。（9頁④参照）

・第４章第２節第３項に関係機関、医療機関・医療関係者
等とネットワークとを構築し、病院の連携体制やICTの効果的な
活用等について、検討を進める旨を記載しています。（10頁⑤
参照）



２ 提出された意見の概要
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④計画案30ページ

第４章第２節第７項「小
児期・若年期から配慮が必
要な循環器病への対策」と
して、先天性心疾患、成人
先天性心疾患に対する対
策を記載済



２ 提出された意見の概要
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⑤計画案23ページ（以下抜粋）
〇 医師の働き方改革を見据えつつ、本県の実情に応じた医療提供
体制の構築に向けた検討を進めます。
〇 脳卒中、心筋梗塞などの専門治療施設が中心となり、迅速な救
急搬送と専門施設への患者受入を目的としたネットワーク（CCU
ネットワーク等）を構築することにより、救急病院と消防機関の連携
を進め、急性期医療の充実に努めます。
〇 県は、関係機関、医療機関・医療関係者等の意見を聞いて、
脳・心疾患それぞれの病院の連携体制やICTの効果的な活用等に
ついて、検討を進めます。



２ 提出された意見の概要
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C 今後の施策運営の参考とする意見（19件）
意見の概要 県の考え方（案）

Ⅰ 計画全体に関すること
・すべての項目について検討のみならず、具体的な施策も
記載した方がよい。

・ご意見は次期計画策定の際に参考とさせていただき
ます。

Ⅱ 循環器病の未病改善や正しい知識の普及啓発等
に関すること
・タバコ対策を重点目標の一つに据えることが重要である
・心臓弁膜症の早期発見のため聴診を推奨してほしい。
・デジタル機器の導入促進について明記してほしい。

・ご意見は、今後の施策を検討する際に参考とさせて
いただきます。



２ 提出された意見の概要
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C 今後の施策運営の参考とする意見（19件）
意見の概要 県の考え方（案）

Ⅲ 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の
充実に関すること
・先天性心疾患患者を診ることのできる医師や病院を増
やしてほしい。
・移行期医療が円滑になされるよう改善してほしい。
・心臓リハビリテーションの環境整備を明記してほしい。
・症例登録のデータベースの構築について検討をお願いし
たい。

・ご意見は、今後の施策を検討する際に参考にさせて
いただきます。

Ⅳ 循環器病の研究推進に関すること
・県独自のデータ収集について記載してほしい。

Ⅴ その他
・心血管疾患指標一覧に、「心不全の総患者数」等を
追加してほしい。

・ご意見は、次期計画策定の際に参考とさせていただ
きます。



２ 提出された意見の概要
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E その他（５件）
意見の概要 県の考え方（案）

Ⅰ 計画全体に関すること
・素案中「検討する」となっている事項は、２年かけて実
施するのか。

・令和４年度から検討を開始しますが、可能な限り早
期に事業実施できるように努めます。

Ⅲ 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の
充実に関すること
・先天性心疾患について保健医療計画にも記載するとよ
い。
・移行期医療は重要である。
・成人先天性心疾患の診療体制について早急に取り組
む必要がある

・今後の施策を検討する際に参考とさせていただきます。


